
通行の際はゲートを開閉してくだ
さい。鍵も必ず閉めてください。

背割堤出入口ゲートを施錠しました。
（歩行者・自転車は通行可能です。）

河川利用のために進入される場合は、下記まで
お問い合わせください。

木 曽 川 長 良 川 背 割 堤
通 行 規 制 の お 知 ら せ

鍵貸出場所 木曽川下流河川事務所長島出張所

ＴＥＬ ０５９４－４２－０２５７ （桑名市長島町）

木曽川上流河川事務所長良川第二出張所

ＴＥＬ ０５８－３９８－８２２０ （羽島市）

［問い合わせ］ 木曽川下流河川事務所長島出張所

● 通行止め区間 ●

立田大橋上流から海津市と
羽島市の境までの区間（約１０km）


